
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の改正について

教員に優れた人材を確保する必要性に鑑み、１.公立の義務教育諸学校等における働き方改
革の一層の推進、２.組織的な学校運営及び指導の促進並びに３.教員の処遇の改善を図る。

趣旨

■第217回国会における文部科学省提出法律案資料より抜粋

≪目標の設定≫

時間外在校等時間に関すること

ワーク・ライフ・バランスや働きがい
等に関すること

国の指針上限： 45時間/月
360時間/年

例）年次有給休暇の取得日数
ストレスチェック結果

≪内容≫

学校と教師の業務の３分類 ※資料別添

学校業務の適正化

①学校以外が担うべき業務
②教師以外が積極的に参画すべき業務
③教師の業務だが負担軽減を促進すべき業務

年間授業時数の適正化・平準化
学校行事の精選
デジタル技術を活用した校務の効率化 等

■第217回国会における文部科学省提出法律案資料より抜粋

■第217回国会における文部科学省提出法律案資料より抜粋

■市教委所管事項は項目１のみ（項目２及び３は、道教委所管事項）

■施行期日：項目１及び２ 令和８年４月１日
項目３ 令和８年１月１日

資料３


	スライド 1

